
補助制度の考え方（R8観光・宿泊施設等事業者向け） 

 

１ 充電設備と補助率の考え方（目安） 

 普通充電設備 急速充電設備 補助率 

出力 3kW 6kW 50kW以上 ― 

充電時間 
航続距離200km 

約 9時間 約 5時間 約 30分 ― 

機器費用 10～30万円程度 400～1千万円程度 

国1/2（90kW以上は1/1） 

県 1/5又は 1/10 

→国・県併用で 

 7/10又は 6/10補助 

工事費用 60～100万円程度 250～1千万円程度 国 1/1 

※費用は参考金額 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 補助申請に当たっての留意事項 

［国の補助制度］https://www.cev-pc.or.jp/ 

（１）受付期間   

第１期募集分：令和８年５月２９日から６月１５日（月）１３時まで 

第２期募集分：令和８年７月まで（見込） 

（２）補助上限額 

   普通充電器：機器費 7～35万円（設備内容により異なる） 

工事費 135万円（コンセント平置型は 95万円） 

   急速充電器：機器費  60～700万円（設備内容により異なる） 

          工事費 108～500万円（設備内容により異なる） 

［県の補助制度］https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/kankoevcs-hojo-index.html 

（１）受付期間 

   令和８年１２月２４日（木）まで 

（２）補助上限額 

   導入施設に太陽光発電設備を併設している場合  １００万円 

         〃        していない場合  ５０万円 

補助額のシミュレーション（参考例） 

① 普通充電設備の設置ケースＡ（導入施設に太陽光発電設備の併設あり） 

・機器費用(補助対象)30万円に対し、国補助 15万円（1/2）＋県補助 6万円（1/5） 

・工事費(補助対象)80万円に対し、国補助 80万円（1/1） 

⇒補助対象経費が計 110万円（機器 30万円＋工事 80万円）の場合、補助額 101万円 

 

② 普通充電設備の設置ケースＢ（導入施設に太陽光発電設備の併設なし） 

・機器費用(補助対象)30万円に対し、国補助 15万円（1/2）＋県補助 3万円（1/10） 

・工事費用(補助対象)80万円に対し、国補助 80万円（1/1） 

⇒補助対象経費が計 110万円（機器 30万円＋工事 80万円）の場合、補助額 98万円 

 


